
 

                                                            港 第１４３号 

 

                              技術提案実施公告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項に規定する随意契約の方法に

より契約を締結するため、次のとおり技術提案を募集する。 

  

 令和７年１１月２８日 

 

                      岡山県知事 伊原木 隆太 

 

１ 技術提案に付する事項 

（１）業務名 

   「晴れの国のみなと 水島港セミナー」開催業務 

（２）業務内容 

   別紙仕様書のとおり 

（３）契約期間 

   契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）委託金額（見積上限額） 

   金４，８７２，０００円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

２ 技術提案に参加できる者の資格 

  次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

する者でないこと。 

（２）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成１９年岡山県告示第３

３２号）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

（３）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 

（４）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でない

こと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと。 

（６）本技術提案業務と類似の業務に関する実績を有すること。 

 

３ 業務契約に関する事務を担当する課の名称等 

   岡山県土木部港湾課 

    〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

    電 話（０８６）２２６－７４８６ 

    ＦＡＸ（０８６）２２７－５５５１ 

 



 

 

４ 契約条項を示す場所 

   上記３の場所とする。 

  

５ 技術提案参加手続等 

（１）仕様書等の配付期間及び場所 

  ① 配付期間  令和７年１１月２８日（金）から同年１２月８日（月）まで（閉庁

日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

  ② 配付場所  上記３の場所に同じ。 

          なお、岡山県土木部港湾課のホームページからダウンロードするこ

とができる。 

         https://www.pref.okayama.jp/soshiki/66/ 

（２）技術提案参加資格確認申請書（様式第１号）の提出期間、提出場所及び提出方法 

  ① 提出期間  令和７年１１月２８日（金）から同年１２月８日（月）まで（閉庁

日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

  ② 提出場所  上記３の場所に同じ。 

  ③ 提出方法  持参又は郵便等（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限

るものとし、①の提出期限までに必着のこと。） 

（３）技術提案参加資格要件の確認審査 

  ① 審査結果の通知 

    技術提案参加資格確認申請書を提出した者について、上記２の事項について審査

し、不適合と認められる者に対しては、令和７年１２月１１日（木）までにその旨

を参加資格不適合通知書（様式第２号）により通知する。この通知を受けた者は、

この技術提案に参加することができない。 

  ② 技術提案参加資格要件不適合の理由の説明要求 

    参加資格不適合通知書を受け取った者は、令和７年１２月１５日（月）までに、

下記（４）③の宛先にＦＡＸ送信する方法により、説明を求める書面を提出するこ

とができる。 

（４）仕様等に対する質問の受付及び回答 

  ① 受付期間  令和７年１１月２８日（金）から同年１２月８日（月）まで（閉庁

日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

  ② 質問方法  「仕様書に対する質問・回答書」（様式第３号）によりＦＡＸするこ

と。 

  ③ 宛  先  岡山県土木部港湾課 

          ＦＡＸ（０８６）２２７－５５５１ 

          ＦＡＸ送信後は、必ず電話で宛先に届いていることを確認すること。 

          確認用電話番号  （０８６）２２６－７４８６ 

  ④ 回  答  「仕様書に対する質問・回答書」により、ＦＡＸ送信で回答を行う。 

  ⑤ そ の 他  技術提案実施後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議

を申し立てることはできない。 

 

 



 

 

６ 技術提案書等の提出期間及び場所 

（１）提出期間  令和７年１２月９日（火）から同月１６日（火）までの午前９時から

午後５時まで 

（２）提出場所  上記３の場所に同じ 

（３）提出書類  ①提案書（Ａ４サイズ２枚まで、様式第４号～第９号）５部 

         ②見積書１部 

         ③ダイレクトメール、Ｅメール配信先等候補企業リスト 

         ④過去３年以内の類似業務実績（Ａ４サイズ２枚以内）５部 

（４）提出方法  持参又は郵便等（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。） 

 

７ 契約書作成の要否  

  要 

 

８ 契約保証金 

  岡山県財務規則（昭和６１年岡山県規則第８号）第１５３条及び第１５５条の規定に

よる。 

 

９ 採用者の決定方法 

  内容と見積額に基づき、総合的に判断して採用者を決定する。 

  なお、見積額についても、１５／１００の割合で審査の対象とする。 

  選定結果については、採用者には審査結果通知書（選定）（様式第１０号）、不採用者

には審査結果通知書（非選定）（様式第１１号）により通知する。 

 

10 その他 

（１）技術提案に係る費用は、すべて参加者負担とする。 

（２）提出書類は返却しない。 

（３）契約締結予定者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を

提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、契約締結を拒んだ

ものとみなす。 

（４）委託候補者決定後、提案内容について一部調整する場合がある。 


